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巻末資料 

瑞穂市水道事業経営戦略（ひな形様式版） 

経営指標の概要（参考資料） 



 

第１章 策定の背景 

 
 

1. 経営戦略の目的 
 

瑞穂市の水道事業は、旧穂積町と旧巣南町の合併に伴う変更認可を経て、住民生活に

欠かせない水道水の供給に努めてきました。 

瑞穂市の行政区域内人口は、瑞穂市第２次総合計画の試算では、平成37年（2025年）

までは増加し、その後は減少に転ずる予測となっています。水道事業として考えた場合、

給水収益が長期的には減少していくことが予測されます。一方で、水道施設は経年化に

伴い、将来にわたり計画的に更新を進めていく必要があり、支出が膨らんでいくことか

ら、今後の経営は厳しいものとなることが見込まれます。 

こうした状況の中、水道事業を持続可能なものとするために、中長期的な視点に立っ

た経営の基本計画となる「瑞穂市水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）を

策定し、経営基盤の強化を図ります。 
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2. 経営戦略の位置付け 
 

瑞穂市では、平成28年3月に「瑞穂市第２次総合計画」を策定し、上水道については、

水道水の安定供給、上水道基幹･幹線管路網更新整備、老朽配水管･配水池の耐震化、災

害用給水装置の確保が施策となっています。また、水道事業では平成23年3月に「瑞穂市

水道ビジョン」を策定し、その基本理念「安全で安定した水をいつまでも」の実現に努

めてきました。 

一方で国の関連する施策としては、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」

（平成26年8月29日付 総務省通知）において、中長期的な経営の基本計画である「経営

戦略」を策定し、経営基盤強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが必要として

います。また、水道ビジョンに関しては、平成25年3月に厚生労働省より「新水道ビジョ

ン」が公表されており、「安全・強靱・持続」を柱とする主旨となっています。 

経営戦略は、上記の計画・通知等を踏まえ、公営企業としての事業、サービスの提供

を安定的に行うための中長期的な経営の基本計画として位置付けます。 

 

【経営戦略の位置付け】 

 

 

3. 計画期間 
 

 計画期間は、平成30年度（2018年度）から平成39年度（2027年度）までの10年としま

す。 

瑞穂市水道事業経営戦略

新水道ビジョン｢安全・強靭・持続」 

平成 25年 厚生労働省

「公営企業の経営に当たっての

留意事項について」

平成 26年 総務省

瑞穂市第２次総合計画

平成 28年度 ～ 平成 37年度

瑞穂市水道ビジョン

平成 23年度 ～ 平成 32年度
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第２章 水道事業の現状と課題 

 
 

1. 事業の概要 

 

（1）事業計画と実績 

 瑞穂市水道事業の計画諸元は、以下のとおりです。 

  

【瑞穂市水道事業計画】 

項 目 計 画 実績（平成28年度） 

創設事業給水開始年月 平成15年5月  

事業計画認可年月 平成16年8月  

給水人口 49,600人 46,050人 

給水区域面積 28.09km2 28.09km2 

1日最大給水量 24,300m3 17,447m3 

 

【その他、別添 1-2 に表記の指標】 

○有収水量密度 ＝ 有収水量/給水区域面積 

＝ 4,681千m3/（28.09×100）ha 

＝ 1.67千m3/ha（平成28年度） 

○施設利用率 ＝ 1 日平均配水量 m3/1 日配水能力 m3 

＝ 16,496m3/24,300m3 

＝ 67.9％（平成28年度） 

 

 

（2）料金体系 

 瑞穂市の水道料金は、以下のように決められています（平成29年4月現在）。 

 

 水道料金＝基本料金＋超過料金＋メーター使用料 
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【瑞穂市水道料金体系（平成29年4月現在）】 

 

区分 1 ヶ月 2 ヶ月 

基本料金 
基本水量 10  以下 20  以下 

金額 864 円 1,728 円 

超過料金 

(基本水量を超えた 1  につき) 

97.2 円 0～20   0～40   

108 円 21～50   41～100   

118.8 円 51  ～ 101  ～ 

メーター使用料 

13mm 54 円 108 円

20mm 129.6 円 259.2 円

25mm 129.6 円 259.2 円

30mm 216 円 432 円

40mm 270 円 540 円

50mm 540 円 1,080 円

65mm 1,404 円 2,808 円

75mm 1,404 円 2,808 円

100mm 1,404 円 2,808 円

125mm 2,160 円 4,320 円

150mm 2,160 円 4,320 円

 

 

（3）組織体制 

 瑞穂市水道事業の組織体制は、以下のとおりです（平成29年4月現在）。 

 

整備･管理 

 (事務職:1名) 

市長     部長     課長     課長補佐 

(管理者)   (事務職)   (事務職)   (事務職:4名) 

     業務 

(事務職:2名) 

 

 

職員の年齢構成(歳) 

～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計 

1 0 1 0 1 2 2 0 1 8
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2. 水需要の現状と課題 
 

給水量について近年10箇年の推移をみると、給水量は増加傾向（13.7％増）にありま

すが、有収率が減少傾向（4.6％減）にあり、有収水量の増加率は7.5％増に留まってい

ます。原因としては、経年により老朽化した配水管や給水管からの漏水が考えられ、量

水器までの事業者が管理する管については、計画的な管路更新を行う必要があります。

また、量水器より下流側の受給者が管理する管についても漏水減免による影響も大きい

ため、漏水が疑われる場合には、早めに修繕を行ってもらうよう注意喚起を強化してい

く必要があります。 

 

【給水量の推移】 

年度 

項目 
H19 

（2007） 

H20 
（2008） 

H21 
（2009） 

H22 
（2010） 

H23 
（2011） 

H24 
（2012）

H25 
（2013）

H26 
（2014）

H27 
（2015）

H28 
（2016）

給水量 

(千m3) 

5,294 5,542 5,798 5,646 5,563 5,558 5,637 5,651 5,860 6,021

有収水量 4,356 4,377 4,417 4,463 4,479 4,487 4,514 4,539 4,609 4,681

生活用 4,044 4,115 4,155 4,195 4,226 4,242 4,272 4,283 4,350 4,424

営業用 312 262 262 268 253 245 242 256 259 257

無収水量 166 432 425 108 108 56 46 37 37 38

無効水量 772 733 956 1,075 976 1,015 1,077 1,075 1,214 1,302

有収率(％) 82.3 79.0 76.2 79.0 80.5 80.7 80.1 80.3 78.7 77.7
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給水人口と給水普及率について近年10箇年の推移をみると、給水人口は増加傾向（8.3

％増）にある一方、給水普及率は、1.2％増加しているものの、ここ５年は86.0％程度で

横ばいとなっており、伸び率が鈍化しています。 

給水人口は、瑞穂市が名古屋市や岐阜市等への交通アクセス性に優れ、豊かな住環境

を有していることから増加傾向にあると考えられます。 

給水普及率については、井戸水の利用者も多いことが影響していると考えられます。 

 

【給水人口及び給水普及率の推移】 

   年度 

項目 
H19 

（2007） 

H20 
（2008） 

H21 
（2009） 

H22 
（2010） 

H23 
（2011） 

H24 
（2012）

H25 
（2013）

H26 
（2014）

H27 
（2015）

H28 
（2016）

給水区域内

人口(人) 
50,098 51,522 51,563 51,252 51,597 51,984 52,365 52,819 53,156 53,473

給水人口 

(人) 
42,520 43,140 43,270 43,790 44,280 44,630 45,050 45,440 45,730 46,050

給水普及率 

(％) 
84.9 83.7 83.9 85.4 85.8 85.9 86.0 86.0 86.0 86.1
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3. 施設の現状と課題 
 

（1）給水区域、施設位置 

瑞穂市水道事業の給水区域は、揖斐川右岸の呂久地区を除いた瑞穂市の行政区域に大

垣市墨俣町さい川地区及びさい川堤外地の一部を含む、長良川と揖斐川に挟まれた地域

となり、その給水区域面積は、28.1km2となります。 

また、揖斐川右岸の呂久地区は、瑞穂市・神戸町水道組合（簡易水道）の給水区域と

なります。 

   

 

 

図 瑞穂市水道事業 給水区域、施設位置  

瑞穂市・神戸町水道組合 
（簡易水道） 

瑞穂市水道事業

揖斐川右岸

の呂久地区 

大垣市墨俣町さい川地区

及びさい川堤外地の一部
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（2）水道施設の状況 

①取水施設 

瑞穂市水道事業の水源は、全て地下水となっており、別府、馬場、本田、牛牧、宮田

及び古橋の計６箇所の水源地で取水井よりポンプで取水しています。 

 

【取水施設の状況】 

水 源 取水量（m3/日）

牛牧3号 深井戸 1,041 

本田4号 深井戸 1,220 

別府5号 深井戸 6,896 

別府6号 深井戸 6,895 

別府8号 深井戸（予備） （6,896） 

馬場7号 深井戸 1,220 

宮田1号 深井戸 2,500 

宮田2号 深井戸 2,500 

古 橋  深井戸 2,055 

計 
24,327 

（31,223） 

 

②配水池 

６箇所の水源地のうち、別府、宮田及び古橋の水源地には配水池が併設されており、

配水池を通してポンプにより市内に配水しています。全ての配水池が耐震性を有してお

り、耐用年数を経過している施設もありません。 

 

【配水池の状況】 

施設 配水池容量（m3） 建設年度 経過年数 

別府1号配水池 4,890  H10（1998） 18年 

別府2号配水池 2,800  H28（2016） 0年    

宮田配水池 2,700  H 3（1991） 25年 

古橋配水池 1,228  H17（2005） 11年 
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③管路 

 管路については、昭和50年代より布設延長が多くなっており、これまでは法定耐用年

数（40年）を超過する管は目立ちませんでしたが、今後10年間、管路更新を行わなかっ

た場合には、全体の35％程度が法定耐用年数を超える管となります。 

 また、管路の更新率については、平成26年度以前では全国平均と比べ低い状況となっ

ています。瑞穂市では、給水人口が増加傾向にあり、配水管の拡張工事を進めているこ

とや基幹管路及び幹線管路の整備を進めてきており、更新率としては低い水準にありま

した。今後は、老朽管の更新についても計画的に進めていく必要があります。 

 

【管路の布設年度別延長】 
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④設備 

 水道施設の中には、電気設備（受変電･配電設備や非常用電源設備等）、機械設備（ポ

ンプ等）及び計装設備（流量計･残塩計、監視制御設備等）があり、これらの設備によっ

て、配水や水質等を管理しています。設備機器は、土木構造物や建築物、管路等と比べ

耐用年数が短く、更新頻度が高くなります。 

 瑞穂市では、設備について都度、修繕や部品交換等を行っていますが、施設としてみ

ると耐用年数を超えているものが多いため、計画的に更新を進めていく必要があります。 

 

【電気･機械･計装設備の資産の健全度】 

 

 

 

 

⑤耐震化の状況 

 災害時において、安定的に水を供給するためには、配水池及び管路といった水道施設

の耐震化が重要となります。 

 瑞穂市の配水池は、必要な耐震性を有していなかった別府水源地のＲＣ配水池を平成

28年度に更新を行い、現在は全ての配水池が耐震性を有しています。 

 また、管路についても基幹管路では80％弱の耐震化率となっています。平成27年度よ

り耐震化率が大きく上がっているのは、基幹管路の対象路線を見直したためです。 
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4. 経営の現状と課題 
 

（1）経常損益の推移 

①経常収益 

 経常収益は、料金収入の増加に伴い増加傾向にあります。 

今後も当面は、給水量の増加が見込まれており、経常収益も増加していくと考えられ

ます。 

 

 

【料金収入の増減】      【経常収益（長期前受金戻入除く｡）の増減】 

 

 

 

 

 

②経常費用 

 経常費用は、近年２箇年は支払利息の減少等により僅かに減少していますが、10年単

位でみると増加しています。修繕費と減価償却費の増加が主な要因となっております。  

今後は、施設の更新事業に対応するために、職員の増加についても考慮していく必要

があること、減価償却費の増加も見込まれることから費用の増加が予測されます。 
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【経常費用の増減】 

  H28-H19 比較 

増減額 55.9 百万円増 

増減率 16％増 

 

③経常損益 

 経常損益は、毎年度、約５千万円から約１億円の経常利益を計上し、安定した経営を

維持してきました。当面は、料金収入の増加が見込まれていますが、施設の更新需要も

増加していく見込みであるため、経常損益の変動に注意していく必要があります。 
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（2）企業債残高 

 企業債残高は、近年借入れを行っていないことや平成25年度の繰上げ返済等により着

実に減少しています。 

今後は施設の更新需要が増大していくことから多大な資金が必要となります。資金不

足が見込まれる場合は、企業債の発行も検討していく必要があります。企業債を発行す

る場合は、経営健全化の観点から企業債償還に係る利子負担を抑制するために、企業債

残高が適正な水準となるように留意する必要があります。 

 

 

【企業債残高の増減】 

  H28-H19 比較 

増減額 615.4 百万円減 

増減率 49％減 
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（3）経営指標の状況 

 瑞穂市と類似団体（給水人口３万人以上５万人未満）の水道事業について、近年の経

営指標を比較しました。 

 

①経営の健全性・効率性について 

①経常収支比率 

当該年度において、給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払

利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標で、単年度の収支が黒字であることを

示す100％以上となっていることが必要です。瑞穂市では、毎年度100％を上回り、類似

団体の平均値と比較しても高い水準にあるといえます。 

 

 

②累積欠損金比率 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益

剰余金等でも補 することができず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を表

す指標で、累積欠損金が発生していないことを示す0％であることが求められます。瑞穂

市では、毎年度0％であり、損失のない健全経営が維持されています。 
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― 類似団体平均値(平均値)

平成28年度全国平均【114.35】
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③流動比率 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標であり、１年以内に支払うべき債務に対し

て支払うことができる現金等がある状況を示す100％以上であることが必要です。瑞穂市

では、200％を毎年度上回っており、短期的な支払能力に懸念はありませんが、建設改良

費等に充てる企業債や未払金などの流動負債が増加すると流動比率は低下します。 
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④企業債残高対給水収益比率 

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。瑞穂

市では、減少傾向、かつ、類似団体より低く、企業債への依存度は低いと言えます。現

時点においては、長期的な財務安全性にも問題はないと考えられますが、今後の更新事

業の増加に伴い、企業債の増加が見込まれるため、給水収益と企業債残高のバランスに

留意する必要があります。 

 

 

⑤料金回収率 

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標です。瑞穂市では、

毎年度100％を上回り、安定した利益獲得能力が維持されています。 
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⑥給水原価 

有収水量１ 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標です。瑞

穂市では、地下水を利用しているため、類似団体に比べて低く抑えられています。 

 

 

⑦施設利用率 

１日配水能力に対する１日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判

断する指標で、一般的には高い数値であることが望まれます。瑞穂市では、類似団体に比

べ高い水準にあります。給水人口の増加に伴う１日平均配水量が増える傾向にあり、施

設の稼働率は良好な状態と言えます。 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28
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⑧有収率 

施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標であり、100％に近いほど施設の

稼働状況が収益に反映されていると言えます。瑞穂市では、毎年度減少傾向にあり、類

似団体よりも下回っております。数値としても80％を下回っているため、継続した漏水

調査や老朽管の更新等により、より効率的に収益を獲得できるように努める必要があり

ます。 

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 80.72 80.07 80.33 78.66 77.74 

平均値 85.40 85.53 85.23 85.26 85.37 
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― 類似団体平均値(平均値)

平成28年度全国平均【90.22】
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②老朽化の状況について 

①有形固定資産減価償却率 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、

資産の老朽化度合を示しています。一般的に、数値が100％に近いほど、保有資産が法定

耐用年数に近づいていることを示しています。瑞穂市では、類似団体平均とほぼ同水準

であり、過去３年間で大きな変化はありません。 

 

 

②管路経年化率 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示していま

す。瑞穂市では、現時点においては類似団体平均と比べて低い水準にありますが、これ

は耐用年数（40年）に達している管路がまだ少ないためで、今後耐用年数に達し、更新

時期を迎える管路が増加するため、計画的かつ効率的な更新に取り組む必要があります。 
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③管路更新率 

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握す

るものです。瑞穂市では、0.62％（H28）と類似団体平均とほぼ同水準となっていますが、

「②管路経年化率」が増加しており、管路の老朽化が進んでいくため、計画的な更新を

実施する必要があります。 

 

 

施設の整備年度の関係で現時点においては、老朽化が特別進んでいるわけではありま

せんが、今後は多くの施設が耐用年数を迎えることになるため、対策をしなければ固定

資産の老朽化は進んでいきます。財政計画との均衡を保ちながら、優先順位を付けた中

長期の投資計画に基づき、適切な更新投資を実施することが今後の課題と言えます。 
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平成28年度全国平均【0.76】
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【用語の説明】① 

 

有収水量 水道料金徴収の対象となった水量 

無収水量 管洗浄用、メータ不感水量等、公衆便所用及び消防用水の料金徴収しないもの 

無効水量 漏水等の有効に使用されなかった水量 

有収率 
浄水場などから供給した配水量のうち、水道料金の徴収対象となった水量を示す

有収水量の割合を百分率で示したもの 

給水人口 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口 

給水普及率 計画給水区域における人口に占める給水人口の割合を百分率で示したもの 

上水道事業 

一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業で給水人口が101人以上のも

のを水道事業という。このうち、給水人口が5,000人を超えるものを、慣用的に

上水道事業と呼ぶ 

簡易水道事業 水道事業のうち、給水人口が101人以上5,000人以下の事業 

健全資産 法定耐用年数を超過していない資産で、継続使用が可能と考えられる資産 

経年化資産 
健全資産と老朽化資産の中間段階で、法定耐用年数を超過し、更新時期に来てい

る資産。ただし、劣化状況や重要度によっては、継続使用も可能 

（ここでは経過年数が法定耐用年数の1.0超～1.5倍以内を対象） 

老朽化資産 
法定耐用年数から一定の期間を経過し、事故・故障等を未然に防止するためには

速やかに更新すべき資産 

（ここでは経過年数が法定耐用年数の1.5超を対象） 

配水池の 

耐震化率 

全配水池容量に占める耐震対策の施されている配水池容量の割合を百分率で示し

たもの 

基幹管路の 

耐震化率 

基幹管路の総延長に占める耐震適合性のある基幹管路の延長の割合を百分率で示

したもの 
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【用語の説明】② 

 

 

  

経常収支比率 
・収益で費用を賄えているかを示します 

・単年度収支が黒字であることを示す100％以上になっている必要があります 

累積欠損金比率 
・経常収益に対する累積欠損金の状況を示します 

・累積欠損金が発生していない0％である必要があります 

料金回収率 

・料金水準が適切な水準かを示します 

・100％を下回る場合、給水に係る費用が給水収益以外の収益で賄われているこ

とを意味します 

流動比率 
・短期的な債務に対する支払能力を示します 

・1年以内に支払うべき債務を支払うことができる現金等があるかを示します 

企 業 債 残 高 

対給水収益比率 

・企業債残高の規模を示します 

・明確な数値基準はありませんが、適切な数値となっている必要があります 

給水原価 
・有収水量1m3当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを示します 

・明確な数値基準はありません 

有収率 
・施設の稼動が収益に繋がっているかを示します 

・100％に近いほど施設の稼働状況が収益に反映されていると言えます 

施設利用率 
・施設の利用状況や適正規模を示します 

・明確な数値基準はありませんが、一般的には高い数値であることが望まれます

有 形 固 定 資 産 

減価償却率 

・施設の老朽化度合を示します 

・100％に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示します 

管路経年化率 

・管路の老朽化度合を示しています 

・数値が高い場合は、法定耐用年数を経過した管を多く保有しており管路更新の

必要性が高いことを示します 

管路更新率 

・管路の更新ペースや状況を示します 

・数値が1％の場合、全ての管路を更新するのに100年かかる更新ペースであるこ

とを示します 
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第３章 将来の需要予測 

 
 

1. 給水人口の予測 
 

瑞穂市水道事業の給水区域は、揖斐川右岸の呂久地区を除いた瑞穂市の行政区域に大

垣市墨俣町さい川地区及びさい川堤外地の一部を含んだ区域となります。給水区域内人

口の予測は、瑞穂市行政区域内人口予測値（瑞穂市第２次総合計画検討値）より呂久地

区人口予測値（対象地区内人口実績値より時系列分析）を差し引き、大垣市墨俣町さい

川地区及びさい川堤外地区域内人口予測値（対象地区内人口実績値より時系列分析）を

加えることにより行いました。これによると、行政区域内人口が平成37年度（2025年度）

がピークであるのに対し、給水区域内人口は、平成39年度（2027年度）まで増加が見込

まれており、その後、減少していく予測となっています。また給水人口は、平成42年度

（2030年度）にピークを迎えると予測しています。給水区域内人口と給水人口のピーク

がずれているのは、給水普及率を緩やかに上昇するように見込んでいるためです。 
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年 度 
H19 

(2007) 

H28 

(2016) 

H39 

(2027) 

H57 

(2045) 

給水区域内人口（人） 50,098 53,473 54,604 52,565 

給水人口（人） 42,520 46,050 48,161 47,571 

給水普及率（％） 84.9 86.1 88.2 90.5 

 

 

2. 水需要の予測 
 

水需要の予測は、下図に示すフローにより行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

給水人口の予測 水需要の予測 

（1）瑞穂市行政区域内人口予測 

①瑞穂市第２次総合計画の推計値 
②国立社会保障･人口問題研究所「市区町 

村別将来推計人口」 

（2）瑞穂市呂久地区人口予測 
呂久地区人口の実績より時系列傾向分析

により推計 

（3）大垣市墨俣町さい川地区人口予測 
さい川地区人口の実績より時系列傾向分

析により推計 

（4）給水区域内人口予測 
（1）―（2）＋（3）により推計 

（5）給水普及率予測 

（6）給水人口予測 
（4）×（5）により推計 

（7）水需要量実績の整理 

①有収水量（生活用） 
②有収水量（業務･営業用） 

（8）生活用水量の予測

①生活用原単位推計 

実績より時系列傾向

分析により推計 
 
②①×給水人口予測値 

 より生活用水量推計 

（9）営業用水量の予測

実績より時系列傾向

分析により推計 

（10）有収水量の予測 
 （8）,（9）の集計により求める 

（11）有収率の予測 

（12）給水量予測 

END 
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 有収水量は、平成28年度（2016年度）の4,681m3に対し、平成45年度（2033年度）の

4,854m3まで増加（3.7％）し、その後、減少していく見込みとなっています。有収率につ

いては、経営安定化のためにも早期の改善が望まれ、配水管の更新等により改善を図っ

ていきますが、推計上は実績の傾向も踏まえて緩やかに増加するものとしました。この

結果、給水量については、平成28年度（2016年度）の6,021m3に対し、平成45年度（2033

年度）の6,127m3まで増加（1.8％）し、その後減少していく見込みとなっています。 

 

 
 

 

年 度 
H19 

(2007) 

H28 

(2016) 

H39 

(2027) 

H57 

(2045) 

給水量（千 m3） 5,294 6,021 6,102 5,956 

有収水量（千 m3） 4,356 4,681 4,827 4,771 

有収率（％） 82.3 77.7 79.1 80.1 
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第４章 経営戦略の基本理念と方針 

 
 

1. 経営戦略の基本理念 
 

既存の水道施設の多くが耐用年数を迎えようとしており、今後、施設の更新や耐震化

に多大な費用が必要となってきます。一方で給水需要については、近い将来頭打ちとな

り、長期的には減少していくことが予測されています。 

経営戦略は、こうした状況においても、瑞穂市水道ビジョンの基本理念「安全で安定

した水をいつまでも」を実現させていく、中長期的な経営の基本計画を策定し、経営基

盤の強化と財政マネジメントの向上を図るものとします。 

 

 

2. 経営戦略の方針 

 

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年8月29日付 総務省通知）

を踏まえ、経営戦略は「投資・財政計画」を中心に作成します。 

投資・財政計画は、施設・設備に関する投資の見通しである「投資試算」と、財源の

見通しである「財源試算」を構成要素とし、その収入と支出の均衡を目指します。 

投資については、今後、多くの施設が更新時期を迎えることから、施設の更新や耐震

化に多額の投資が必要となります。一方で、主な財源となる給水収益については、当面

の間は増加していくと考えられますが、長期的に見た場合、予測される投資額に見合っ

た財源を確保することは難しくなると予測されます。 

この状況を踏まえ、投資計画においては施設の更新時期を見直し（実使用状況や修繕

等による長寿命化を検討）、ライフサイクルコストの縮減を図ります。また、財政計画に

おいては、計画期間内に収支ギャップが生ずる試算となった場合には、バランスを考慮

した財源確保策を検討します。 
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第５章 投資計画 

 
 

1. 投資計画の方針 
 

既存の水道施設の状況を整理すると、耐用年数が短い電気･機械･計装設備は、耐用年

数を超過している施設が多くみられます。これらの設備は、主に水源地内で使用されて

おり、故障が起こった場合の影響が大きいため、早期の計画的な更新が必要となります。 

また、「新水道ビジョン」（平成25年3月 厚生労働省）や「国土強靭化アクションプラ

ン2016」（平成28年5月国土強靭化推進本部）においても、耐震化促進についての方針が

示されているように、施設の耐震化を進めていきます。老朽化した管路は、耐震性を有

した管種により更新を行いますが、特に重要給水施設までの路線については、優先的に

耐震化を進めていきます。 

 

更新基準については、法定耐用年数ではなく、実績耐用年数について日本水道協会が

水道事業体に行った調査結果等をもとに設定を行いました。施設の種類毎に違いますが、

概ね法定耐用年数の1.5～2.0倍となりました。ここでは、以下のような区分により耐用

年数を設定しています。 

 

表 法定耐用年数と設定耐用年数（構造物及び設備） 

種類 用途 ①法定耐用年数 ②設定更新年数 ②/① 

電気 

受変電･配電設備 

20年 30年 1.5倍 直流電源設備 

非常用電源設備 

機械 
ポンプ設備 15年 30年 2.0倍 

滅菌設備 10年 20年 2.0倍 

計装 
流量計,水位計,水質計器 10年 

20年 
2.0倍 

監視制御設備,伝送装置 10年 2.0倍 

建築物 管理等,事務所等 50年 75年 1.5倍 

構造物 
取水設備 40年 75年 1.9倍 

配水設備 60年 90年 1.5倍 

 

 

  

-28-



 

表 法定耐用年数と設定耐用年数（管路） 

水道統計の管種区分 ①法定耐用年数 ②設定耐用年数 ②/① 

鋳鉄管（ダクタイル鋳鉄管を除く。） 40年 50年 1.25倍  

ダクタイル鋳鉄管（耐震型継手） 40年 80年 2.0倍  

ダクタイル鋳鉄管（Ｋ形継手-良好地盤） 40年 70年 1.75倍  

ダクタイル鋳鉄管（上記以外、不明も含む。） 40年 60年 1.5倍  

鋼管（溶接継手） 40年 70年 1.75倍  

鋼管（上記以外、不明も含む。） 40年 40年 1.0倍  

石綿セメント管 40年 40年 1.0倍  

硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手） 40年 60年 1.5倍  

硬質塩化ビニル管（ＲＲ継手） 40年 50年 1.25倍  

硬質塩化ビニル管（上記以外、不明も含む。） 40年 40年 1.0倍  

コンクリート管 40年 40年 1.0倍  

鉛管 40年 40年 1.0倍  

ポリエチレン管（高密度、熱融着継手） 40年 60年 1.5倍  

ポリエチレン管（上記以外、不明も含む。） 40年 40年 1.0倍  

ステンレス管（溶接継手） 40年 60年 1.5倍  

ステンレス管（上記以外、不明も含む。） 40年 40年 1.0倍  

その他（管種不明も含む。） 40年 40年 1.0倍  
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2. 投資計画の重点項目 
 

（1）電気･機械･計装設備の更新 

これまでは、電気設備を除いて事後保全型の維持管理となっていましたが、今後は、

更新・点検計画に基づいて、部品交換や定期点検、損傷箇所の早期修繕を行い、水源地

内施設の長寿命化を図りながら、更新を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【電気･機械･計装設備の更新の内容】 

 

前期 

平成30年度～平成34年度 

（2018年度）（2022年度） 

後期 

平成35年度～平成39年度 

（2023年度）（2027年度） 

事業内容 

（別府水源地） 

監視制御設備更新 

計器設備更新 

塩素注入設備更新 

（宮田水源地） 

受変電･電源設備更新 

監視制御設備更新 

ポンプ設備更新 

自家発電設備更新 

塩素注入設備更新 

（古橋水源地） 

監視制御設備主要部品交換等 

（補助水源地） 

受電･操作盤更新 

ポンプ設備更新 

塩素注入設備更新 

計器設備更新 

（別府水源地） 

受変電･電源設備更新 

監視制御設備更新 

取水ポンプ設備更新 

（宮田水源地） 

受変電･電源設備更新 

監視制御設備更新 

計器設備更新 

（古橋水源地） 

監視制御設備更新 

計器設備更新 

塩素注入設備更新 

（補助水源地） 

計器設備更新 

設定耐用年数超過

設備の割合 
0％ 0％ 

【主な事業】宮田水源地の設備更新、別府水源地の設備更新、補助水源地の設備更新 

【事業期間】平成30年度（2018年度）～平成39年度（2027年度） 

【事 業 費】約10.1億円（更新） [ 約1.3億円（点検・修繕） ] 

【 目  標 】設定耐用年数超過設備の割合（平成39年度） 

44.8％（更新なしの場合）→ 0％（更新を実施） 
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（2）重要給水施設までの管路の耐震化 

災害時の避難施設に指定されている施設のうち、配水区内のバランス等を考慮して、

９施設を重要給水施設として選定し、優先的に連絡管の耐震化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

【重要給水施設までの配水管の耐震化の内容】 

 

前期 

平成30年度～平成34年度 

（2018年度）（2022年度） 

後期 

平成35年度～平成39年度 

（2023年度）（2027年度） 

事業内容 

◇瑞穂市役所（巣南庁舎） 

H3以降布設DIPを除く管路の更新

◇牛牧北部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

S62以前布設管路の更新 

◇本田小学校 

S54以前布設VPの更新 

◇穂積中学校（全線） 

 石綿管の更新 

S49布設DIPの更新 

◇穂積小学校 

 布設年度不明のDIP及びS50布設

VPの更新 

◇牛牧小学校（全線） 

牛牧水源地より全線更新 

◇巣南中学校 

 H4布設VPの更新 

◇南小学校 

 H6布設VPの更新 

◇牛牧北部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

H4布設VPの更新 

◇本田小学校 

S61布設VPの更新 

◇瑞穂市役所（穂積庁舎） 

H13布設DIPを除く管路の更新 

管路耐震化率 

（重要給水施設） 
55.1％ 67.5％ 

 

  

【主な事業】重要給水施設までの配水管の耐震化 

【事業期間】平成30年度（2018年度）～平成39年度（2027年度） 

【事 業 費】約3.5億円 

【 目  標 】重要給水施設までの管路耐震化率 33.5％（H29） → 67.5％（H39） 
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（3）老朽管の更新（配水管改良工事） 

更新基準を迎える管のうち、比較的漏水のリスクが高いと考えられる塩化ビニル管（

ＲＲ継手でない）及び鋼管（溶接でない）より更新を行っていきます。対象路線が多い

ため、更新の優先度は次のように考えます。 

優先度Ａ：口径が大きく、断水による影響が大きい路線 

（基幹管路、幹線管路に位置付けられている路線） 

優先度Ｂ：優先度Ａの路線より直接分岐されている路線 

優先度Ｃ：その他の該当路線 

 

上記の優先順位をもとに、配水区域内の地域的なバランスを考慮しながら更新を進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽管の更新の内容】 

 

前期 

平成30年度～平成34年度 

（2018年度）（2022年度） 

後期 

平成35年度～平成39年度 

（2023年度）（2027年度） 

事業内容 

平成29年度時点で設定耐用年数を迎えている管のうち優先度の高い

路線より順に配水区域内の地域的なバランスを考慮して配水管の更

新を行う。 

設定耐用年数 

超過管の割合 
16.7％ 10.7％ 

 

 
（4）配水管の拡張 

瑞穂市では、給水人口が増加傾向にあり、毎年管路の拡張工事が行われています。今

後も当面の間は、拡張工事を見込んでおく必要があります。その見込額は、平成28年度

を除く直近３箇年（平成25年度～平成27年度）の実績平均で一定と仮定します（平成28

年度は配水池更新費の影響が大きいため）。  

【主な事業】配水管改良工事 

【事業期間】平成30年度（2018年度）～平成39年度（2027年度） 

【事 業 費】約17.6億円 

【 目  標 】設定耐用年数超過管の割合（平成39年度） 

25.6％（更新なしの場合）→ 10.7％（更新を実施） 
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3. 投資の合理化 
 

 今後、更新需要が増加していく中においても、安定した事業運営を持続していく必要

があります。投資については、以下のような対策により合理化を図ります。 

 

（1）施設の長寿命化 

 施設の更新時期の目安となる更新基準を実使用年数の調査資料等をもとに設定し、法

定耐用年数の1.5～2.0倍程度まで長く使用するものとします。長寿命化に際しては、特

に設備において、計画的な点検、部品交換等による予防保全型の維持管理を行うことに

より、延命化による故障等を防ぐようにします。 

 また、管路の更新時にはライフサイクルコストの縮減が図れる長寿命管を採用してい

きます。 

 

（2）投資の平準化 

 既存施設の整備時期が集中していることなどにより、更新需要についても各年度で大

きな差が出てきます。これは、更新需要が集中した年度の更新工事に無理が生じること

や財政計画面からも安定した事業運営を行う上で好ましくありません。このため、計画

期間で過度な投資の集中がないように平準化を図ります。 
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土木

建築

15.4億円

年平均更新需要額：3.7億円
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4. 投資試算 
 

 投資計画における重点項目と投資の合理化を反映した投資試算は以下のとおりです。 

 

【投資試算 平成30年度（2018年度）～平成39年度（2027年度）】 

事 業 
事業費試算額 

（億円） 
備 考 

電気･機械･計装設備

の更新 
10.1 水源地内施設設備を計画的に更新します。 

重要給水施設までの

管路耐震化 
3.5 

水源地から重要給水施設までの路線の内、老朽度

や管種を考慮して計画的に更新し、優先的に耐震

化を進めます。 

配水管改良工事 

（老朽管の更新） 
17.6 

老朽管について重要度、地域バランスを考慮しな

がら計画的に更新を進めます。 

配水管拡張工事 5.9 
増加傾向にある給水人口に対応していくため、必

要となる拡張工事を行います。 
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第６章 財政計画 

 
 

1. 財政計画の方針 
 

 安定した経営を持続していくには、投資額とバランスの取れた財源の確保が必要とな

ります。財源として構成される主なものは、料金収入、企業債、加入金、繰入金になり

ます。現状に対して、更なる財源の確保策が必要となる場合には、これらを適切に組み

合わせて検討を行う必要があります。 

 

 

2. 財源構成の考え方 
 

（1）料金収入 

 料金収入は、主要な財源であり、安定した経営を進めていく上で必要な水準を確保し

ていくことが大切となります。 

 瑞穂市の水道料金は、1か月10m3当たり918円（量水器口径13mmの場合）となっており、

県内の市町村の平均1,370円（H27）と比較して、安い料金であると言えます。 

 本計画では、計画期間内に給水人口の増加に伴い給水量も増加する見込みであること

から、現行の料金体系を継続するものとします。 

 

（2）企業債（借入金） 

企業債の発行は、後年度に返済のための元利償還金が発生しますが、整備した施設や

管路は将来にわたって使用できることから、世代間の公平性の観点から、整備に必要な

財源として、施設や管路の整備に係る投資額が集中する場合等に活用します。 

ただし、企業債は基本的に料金収入を原資として償還することから、将来的に人口減

少に伴う料金収入の減少等が見込まれる中で、将来世代に過重な負担を強いることがな

いよう、残高や毎年度の償還額等を踏まえて、適切な水準とする必要があります。 

瑞穂市水道事業では、これまで企業債残高の抑制に努め、必要な額に限って借入を行

ってきました。企業債残高給水収益比率でみると137.2％と類似団体373.1％（H27）と比

べても低く、企業債への依存度は低い状況です。 

本計画では、計画期間内の企業債による借入は見込まないこととします。 
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（3）繰入金等 

水道事業は独立採算であり、水道事業に要する経費は水道事業の経営に伴う収入を充

てることが原則となっていますが、消火栓の設置及び管理に要する経費など、水道料金

収入で賄うことが適当でない行政経費については、法令等により一般会計が負担すると

されており、一般会計から繰入を受けています。 

財政収支の試算においては、安易に繰入金を増やすことで収支を均衡させることのな

いように留意する必要があります。 

 本計画では、過去の実績額をもとに繰入金等を見込むものとします。 

 

（他会計出資金） 

  直近３箇年の平均値で一定として見込みます。 

（他会計負担金） 

  基準内繰入を基本とし、直近３箇年の平均値で一定として見込みます。 

（工事負担金） 

  直近３箇年の平均値で一定として見込みます。 
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3. 収支計画 
 

（1）収益的収支の将来見通し 

 ①収益的収入（経常収益） 

  収益的収入は、料金収入が主となります。料金収入の見通しは、第３章の有収水量

の予測値に供給単価を乗じて算出します。計画年度までを対象とすると、料金収入は

増加傾向にあると予測されます。 

 

 

 

 

【収益的収入の見通し】        （百万円） 

年度 
H31 

（2019） 

H33 

（2021） 

H35 

（2023） 

H37 

（2025） 

H39 

（2027） 

収益的収入 501.6 505.6 510.2 514.6 517.5 

 料金収入 461.6 464.3 467.7 470.5 472.1 
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長期前受金戻入

料金収入

[収益的収入見込額の考え方] 

・料金収入：有収水量予測値×供給単価 

・有収水量予測値：第３章参照 

・供給単価：実績（H28）の供給単価（97.8円/m3）を採用（現行料金体系） 

・その他収入：直近３箇年（H26～H28）の実績平均で一定としました。 

 長期前受金戻入に関しては、平成28年度までの取得と平成29年度の取得見込より算出

し、将来の計画期間については、他会計繰入金見込額より算出しました。他会計出資金

は対象としていません。 
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 ②収益的支出（経常費用） 

  収益的支出は、支払利息がやや減少するものの、施設及び管路の更新を進めること

により減価償却費が増加すること、施設の点検及び修繕計画を見込むことによる維持

経費の増加等により、支出合計は増加すると予測されます。 

 

 

 

【収益的支出の見通し】         （百万円） 

年度 
H31 

（2019） 

H33 

（2021） 

H35 

（2023） 

H37 

（2025） 

H39 

（2027） 

収益的支出 445.8 447.9 460.5 465.7 480.2 

 

その他（維持経費等） 225.4 217.7 218.0 211.2 211.3 

支払利息 12.2 9.1 5.9 3.3 1.4 

減価償却費 208.1 221.1 236.5 251.2 267.5 

 

 

 

 

 

 

  

 

195 180 191 194 208 221 221 229 237 243 251 264 267 

18 
17 15 14 

12 11 9 8 6 4 3 
2 1 

196 
203 202 209 

225 216 218 215 218 
233 211 

212 211 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

H35

(2023)

H36

(2024)

H37

(2025)

H38

(2026)

H39

(2027)

(百万円)

(年度)

収益的支出の推移（見込）
その他(維持経費等)

支払利息

減価償却

[収益的支出見込額の考え方] 

・その他（維持経費等）：以下の内訳で見込みます。 

（職員給与費）平成28年度の職員８名より１名の増員を見込み、（H28実績×9／8）としま

した。 

（修繕費）点検及び修繕計画の算出額を採用しました。 

（その他費用） 直近３箇年（H26～H28）の実績平均で一定としました。 

・減価償却費：保有資産は、平成28年度までの取得と平成29年度の取得見込より算出し、

将来の計画期間は、更新計画の投資額より算出しました。 

・支払利息：新債を見込まないことから、企業債償還計画の利息としています。 
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③経常損益 

  経常損益は、計画期間内では黒字が続く見込みですが、減少傾向にあります。料金

収入は増加の見込みですが、施設更新による減価償却費の増加によって計画期間後も

減少していくと考えられますので、赤字になる前に料金の見直し等の施策について検

討を進めます。なお、平成36年度（2024年度）は、水源地内設備での修繕費が大きい

ために前後の年度と比べて経常損益が低い見込みとなっています。 
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（2）資本的収支の将来見通し 

①資本的収入 

  資本的収入は、企業債、加入金、他会計出資金、補助金、その他工事負担金等が主

となります。本計画では企業債による借入を見込みませんので、加入金、他会計出資

金、補助金、その他工事負担金等を対象とします。 

 

 

 

 

【資本的収入の見通し】          （百万円） 

年度 H31（2019） H33（2021） H35（2023） H37（2025） H39（2027）

資本的収入 67.4  67.4 67.4 67.4 67.4 

 企業債 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

72 

61 
69 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

H35

(2023)

H36

(2024)

H37

(2025)

H38

(2026)

H39

(2027)

(百万円)

(年度)

資本的収入の推移（見込）
他会計出資金等

企業債

[資本的収入見込額の考え方] 

・企業債：本検討では、新債は見込みません。 

・その他：他会計出資金、他会計負担金、加入金、工事負担金等については、直近３箇年

（H26～H28）の実績平均で一定としました。また、補助金については見込んで

いません。 
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②資本的支出 

  資本的支出の主となる建設改良費については、投資試算に基づく見込額を計上して

います。長期的にみて投資額が偏らないように3.7億円／年をベースに平準化する計画

としています。企業債償還金については新債を見込んでいませんので、既往債の償還

のみとなります。 

 

 

 

 

【資本的支出の見通し】         （百万円） 

年度 
H31 

（2019） 

H33 

（2021） 

H35 

（2023） 

H37 

（2025） 

H39 

（2027） 

資本的支出 427.0  430.1 428.0 417.0 407.2 

 

建設改良費 370.0  370.0 370.0 370.0 370.0 

企業債償還金 57.0  60.1 58.0 47.0 37.2 
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[資本的支出見込額の考え方] 

・建設改良費：更新本検討では、更新計画等に基づく投資試算額を計上します。 

・企業債償還金：現在の借入金の償還計画を計上します。 
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 ③資金残高 

  資本的収入が資本的支出に不足する額は、資金残高より補填していくことになりま

す。資金残高の推移を見ると、計画期間内に底をつくことはありませんが、毎年度減

少していく見込みとなっています。 

計画期間以降については、企業債の発行や料金の改定等の財源確保の方策が必要に

なってくると考えられますので、その検討を進めていきます。 

 

 

※ここで示す資金残高は、運転資金の残高であり、現預金残高とは異なります。 
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第７章 計画の点検とスケジュール 
 

 

1. 計画の点検・進捗管理の方法 
 

 経営戦略の進捗は、ＰＤＣＡサイクル「計画（Plan）→実施（Do）→検証（Check）→

見直し（Action）」を活用して管理していきます。 

進捗状況の評価に当たっては業務指標等を用い、進捗管理（モニタリング）は原則と

して毎年度行います。 

 

 

 

 

2. 計画のスケジュール 
 

 計画期間の中間である５年後を目安にフォローアップを行い、前期の実施状況と計画

に乖離がある場合は、その原因を分析し、計画の改善を行います。計画期間終了の10年

後に計画の更新を行います。また、計画期間内に統合事業等があった場合には、その段

階で計画の見直しを行います。 

 

 

前 期 後 期 

H30 

(2019) 

H31 

(2020) 

H32 

(2021) 

H33 

(2022) 

H34 

(2023) 

H35 

(2024)

H36 

(2025)

H37 

(2026)

H38 

(2027)

H39 

(2028)

モニタリング           

フォローアップ           

更新           

 

計画

事業実施

達成状況
の検証

見直し
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瑞穂市水道事業経営戦略（ひな形様式版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



平成 30 年 3 月

平成 30 年度 平成 39 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千 ／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

 水道料金は、次のように定めています。
 水道料金＝基本料金＋超過料金＋メーター使用料

施 設 能 力 24,300  ／日 施 設 利 用 率 67.9

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    （複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 0

管 路 延 長 312.97 千ｍ
配水池設置数 4

別添１－２

瑞穂市 水道事業 経営戦略

団 体 名 ： 岐阜県　瑞穂市

事 業 名 ： 瑞穂市水道事業

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）
現 在 給 水 人 口 46,050

有 収 水 量 密 度 1.67

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 平 成 15 年 5 月 1 日 計 画 給 水 人 口 49,600

1ヶ月 2ヶ月

基本水量 10 以下 20 以下

金額 864円 1,728円

97.2円  0～20     0～40 

108円 21～50 41～100 

区分

基本料金

超過料金
(基本水量を超えた1 につき)

　表流水　, 　ダム　, 　伏流水　, 　地下水　, 　受水　, 　その他

④ 組　織

（２）

H29.4.1現在の組織体系は下記のとおりです。

・別府水源地RC配水池の更新に際し、配水池容量の見直しを行っています(H28)。
・中長期的な更新需要や財政収支の見通しについて、アセットマネジメントの手法を用いたシミュレーションを行っています
(H28)。
・無効水量を減らすため、計画的な漏水調査を実施しています。

これまでの主な経営健全化の取組

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平 成 15 年 5 月 1 日

～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計

1 0 1 0 1 2 2 0 1 8

職員の年齢構成(歳)

118.8円  51 ～ 101 ～

13mm 54円 108円

20mm 129.6円 259.2円

25mm 129.6円 259.2円

30mm 216円 432円

40mm 270円 540円

50mm 540円 1,080円

65mm 1,404円 2,808円

75mm 1,404円 2,808円

100mm 1,404円 2,808円

125mm 2,160円 4,320円

150mm 2,160円 4,320円

メーター使用料

本

 

整備･管理 

 (事務職:1名) 

市長     部長     課長     課長補佐 

(管理者)   (事務職)   (事務職)   (事務職:4 名) 

     業務 

(事務職:2 名) 

 



（３）経営比較分析表を活用した現状分析

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

A5 53,909 28.19

経営比較分析表（平成28年度決算）
岐阜県 瑞穂市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

1,715.08

1. 経営の健全性・効率性

- 88.04 85.42 1,836 46,050 26.85

1. 経営の健全性・効率性について

「①経営収支比率」は、100％以上であり収支は黒字に
なっています。
「②累積欠損金比率」は0％であり損失のない健全経営
が維持されています。

直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付する。

■

－

【】

分析欄

1,912.34

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)

法適用 水道事業 末端給水事業

125 00

130.00

①経常収支比率(％)

8 00

9.00

②累積欠損金比率(％)

1,800.00

2,000.00

③流動比率(％)

400 00

450.00

④企業債残高対給水収益比率(％)【114.35】 【0.79】 【262.87】 【270.87】

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

が維持されています。
「③流動比率」は、全国平均を大きく上回っており良
好な状態ですが、建設改良費等に充てる企業積や未払
金などの流動負債が増加すると流動比率は低下しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　「④企業債残
高対給水収益比率」は、類似団体に比べ低い水準にあ
りますが、水道施設の更新などによる企業債の増加が
見込まれ、給水収益と企業債残高のバランスに留意す
る必要があります。
「⑥給水原価」は、井戸水による自己水であるため低
く抑えられており、「⑤料金回収率」は、全国平均を
上回っています。引き続き安定した給水事業を維持し
ていくための更なる財源確保が求められます。
「⑦施設利用率」は、類似団体に比べ高い水準にあり
ます。給水人口の増加に伴う１日平均配水量が増える
傾向にあり、施設の稼働率は良好な状態と言えます。
「⑧有収率」は、類似団体に比べ低くなっています。
漏水調査、老朽管の更新、修理などを継続し有収率の
向上に努めます。

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 116.89 112.43 114.82 120.09 124.55 

平均値 106.41 106.89 109.04 109.64 110.95 

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

平均値 6.33 7.76 3.77 3.62 3.91 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 1823.06 1127.92 929.64 936.79 407.32

平均値 852.01 909.68 382.09 371.31 377.63

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2,000.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 220.51 177.86 164.97 151.06 137.20 

平均値 391.40 382.65 385.06 373.09 364.71 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

140.00

⑤料金回収率(％)

200.00

⑥給水原価(円)

70.00

⑦施設利用率(％)

88.00

⑧有収率(％)

【114.35】 【0.79】 【262.87】 【270.87】

【90.22】【59.94】【163.27】【105.59】

2. 老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」は、全国、類似団体平
均値とほぼ同水準となっています。
「②管路経年化率」は、類似団体と比べて低い状態に
あるものの、これは耐用年数（40年）に達している管
路がまだ少ないためで、今後耐用年数に達し更新時期
を迎える管路が増加するため。計画的かつ効率的な更
新に取り組む必要があります。
「③管路更新率」は、現在0.94％と全国平均の0.85％
を上回っていますが、現状は「②管路経年化率」がま
だ低い状態にあることによるもので、管路の老朽化は
進んでいくため、計画的な更新を実施する必要があり
ます。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 115.39 111.26 114.71 120.04 124.55 

平均値 95.91 96.1 99.07 99.99 100.65

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

⑤料金回収率(％)

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 84.39 87.51 85.19 81.41 78.49

平均値 179.29 178.39 173.03 171.15 170.19

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

⑥給水原価(円)

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 62.67 63.56 63.71 65.89 67.89 

平均値 59.09 59.23 58.58 58.53 59.01 

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

⑦施設利用率(％)

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 80.72 80.07 80.33 78.66 77.74 

平均値 85.40 85.53 85.23 85.26 85.37 

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

⑧有収率(％) 【90.22】【59.94】【163.27】【105.59】

成 年度 成 年度 各指標 類似 体 値 時 事業数を基 算 ますが 管路経年 率 び管路 新率 成 年度 事業数を基 類似 体 値を算 ます

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

全体総括

瑞穂市の水道事業は、経営の健全性・効率性では良
好な状態にありますが、今後見込まれる人口の減少、
節水意識の向上などにより給水収益が減少することが
想定されるなかで、老朽施設の更新需要に対応してい
くには、水道料金や施設規模の見直しなどの取り組み
を更に進める必要があります。経営戦略、次期整備計
画を策定し、長期的な視点に基づく経営の健全化に努
めます。

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 0.02 0.00 0.00 0.94 0.62 

平均値 0.81 0.59 0.60 0.56 0.61 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

③管路更新率(％)

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 37.19 38.15 45.37 46.45 45.08 

平均値 36.36 37.34 44.31 45.75 46.90 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

①有形固定資産減価償却率(％)

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 1.36 1.32 2.53 2.63 4.32 

平均値 7.80 8.39 10.09 10.54 12.03 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

②管路経年化率(％)【47.91】 【15.00】 【0.76】

※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。



２．将来の事業環境

（１） 給水人口の予測

給水人口の予測は、行政区域内人口を予測し、推計給水普及率を乗じることにより算出しています。行政区域内人口は、瑞
穂市第２次総合計画(住民基本台帳人口を基礎に、コーホート要因法により将来人口を推計)の推計値を採用します。行政区域
内で給水区域外となる呂久地区と行政区域外で給水区域となる大垣市の一部についての予測を行い、給水区域内人口を算出し
ています(近年の実績値との差分は補正を行いました)。
　給水普及率は、実績より年約0.2％程度の増加を見込み2027年（H39）の予測値を88.2％とします。

 給水区域内人口予測値×給水普及率予測値
(2027年度) 54 604×0 882 = 48 161(人)

給水人口の予測

①瑞穂市行政区域内人口の予測 ②瑞穂市呂久地区人口の予測 ③大垣市さい川地区人口の予測

給水区域内人口の予測

給水普及率の予測

 瑞穂市第2次総合計画の予測値を採用
 (2027年度) 54,250(人)

 実績をもとに時系列傾向分析により予測
 (2027年度) 400(人)

 実績をもとに時系列傾向分析により予測
 (2027年度) 243(人)

 給水区域内人口＝①-②+③
 2016年度の推計値と実績値より補正 +511(人)
 (2027年度)54,250-400＋243+511 = 54,604(人)

 実績をもとに時系列傾向分析により予測
 (2027年度) 88.2%
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H37
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H42

(2030)

(人)

(年度)

瑞穂市上水道事業 給水人口の推移 実績 予測

 (2027年度) 54,604×0.882  48,161(人)



（２） 水需要の予測

水需要の予測は、有収水量予測値を有収率予測値で除して算出しています。有収水量予測値は、生活用水量と業務営業用水
量を分けて予測した数値を合算することで求めています。有収率予測値は、時系列傾向分析による予測値に年0.1％の増加を
見込んでいます。

有収水量予測値÷有収率予測値

生活用水量の予測 業務営業用水量の予測

有収水量(年間)の予測

有収率の予測

給水量(年間)の予測

 給水人口
※1
×生活用水原単位

※2

    
(※1)上記の給水人口予測値を採用

   (※2)過去10年の実績平均値 261(L/人･日) を採用
 (2027年度)48,161(人)×0.261(m3/人･日) = 12,570(m3/日)

 

 実績をもとに時系列傾向分析により予測

 (2027年度)654.4(m3/日)

 生活用水量予測値＋業務営業用水量予測値
 (2027年度)12,570＋654.4 = 13,224.4( /日)

 (2027年度)13,224.4( /日)×365(日) ≒ 4,827(千 )

 　実績をもとに時系列傾向分析により予測した有収率に対し、
 管路更新を進めることにより10年後に1%の有収率の向上を見

 込み設定(1年で0.1%)

 (2027年度)78.0＋1.1 = 79.1%
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瑞穂市上水道事業 給水量の推移 実績 予測

 有収水量予測値÷有収率予測値

 (2027年度)4,827(千m3)÷0.791 = 6,102(千m3)



（３）

（４） 施設の見通し

　料金収入の見通しは、上記で予測した有収水量に供給単価(H28実績)97.8(円/m
3
)を乗じて算出しています。

　H39年度の料金収入予測値は、467,884(千円)となります。

更新を行わなかった場合の施設、設備及び管路の老朽化度合は下図のようになります。法定耐用経過(経年化,老朽化)施設
の割合は、施設･設備で29.4%(2018年)、40.2%(2028年)、66.8.%(2058年)となり、管路では11.0%(2018年)、32.6%(2028年)、
100%(2058年)となります。

料金収入の見通し
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瑞穂市上水道事業 料金収入の推移 実績 予測

（５） 組織の見通し

定員管理については、今後想定される更新事業の増加に対応する必要があり、現状の職員体制（水道に関する土木技術者、
機械電気及び水質の技術者、更には公営企業会計に精通した専門事務職員）の拡充が必要となります。

また、現在30歳代以下の管理、技術系の職員が少ない状況を踏まえ、人材の育成や技術の継承を考慮した人員確保が必要と
なります。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　計画期間内に実施する主な投資の内容は以下のとおりです。
水源地内施設の更新
（別府水源地）管理棟の補修、機械設備の更新、計装設備の更新
（宮田水源地）配水池の補修、電気設備の更新、機械設備の更新、計装設備の更新
（古橋水源地）機械設備の更新、計装設備の更新
（馬場水源地･本田水源地・牛牧水源地）電気設備の更新、機械設備の更新、計装設備の更新

重要給水施設までの配水管の耐震化
水源地より重要給水施設として選定した9施設までの配水管のうち、比較的新しい管を除いた路線について、耐震管への更

新を行います。

耐用年数を超えた管の更新
耐用年数を超えた管のうち、漏水の可能性の高い塩ビ管や溶接継手でない鋼管等について、地域バランスを考えながら順次

更新を進めます。

更新需要に対する投資額の平準化
更新時期が集中した場合 施工や財源に無理が生じ安定した経営が行えなくなりますので 投資額について平準化を行い

本市では、これまで優良な経営状況にありましたが、多くの施設が耐用年数を迎えようとしています。今後は財政状況だけ
でなく、施設健全化とのバランスを考えながら経営を進めていきます。経営は、瑞穂市水道ビジョンに示す下記の基本方針に
基づいて進めていきます。
　
①安心…安心しておいしく飲める水道水の供給
②安定…いつでもどこでも安定した水道水の確保
③持続…運営基盤の強化
④環境…環境保全への貢献

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

・水源地内施設について計画的な更新と修繕を行います。
・重要給水施設までの配水管の耐震化を進めます。
・耐用年数を超えた管のうち、漏水の可能性の高い塩ビ管等の更新を進めます。
・集中する更新需要に対する投資額の平準化を行います。

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　修繕費について、予防保全による設備機器の延命化を図るため、定期的な整備点検費用を見込みます。
また、今後の更新需要に対応するには職員の増員による体制強化が必要と考えられ、計画の試算では一名の増員を見込みま

した。事業量とのバランスを踏まえ、随時適正な体制となるよう定員管理計画との調整を図っていきます。

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標
積立金の取崩しを行いながら、料金会計、企業債発行、他会計繰入金等の財源確保についての検討
及び準備を進めます。

　財源の積算の考え方は、以下のとおりです。
（料金収益）年間有収水量×供給単価で算出します。年間有収水量は水需要予測値を採用し、供給単価は最新実績値（H28年
度）で一定と仮定します（料金改定なし）。

（企業債）計画期間内での新債の発行は見込んでいません。

（他会計出資補助金）他会計からの繰入金については、実績で計上されている金額相当を見込みます。

（国庫補助等）本市上水道事業では、資本単価が安価で補助対象とならないことから今後も見込んでいません。

更新計画を進めるため、これまでより多くの支出が見込まれていますが、現段階では優良な経営状態にあるため、料金改定
や他会計からの繰入金を財源確保策として進めるためには理解を得ていく時間が必要となります。このため、当計画期間にお
いては、資金残高の取崩しによって財源の補填を行いますが、資金残高も年々減少する見込みであることから、財源確保策の
検討及び準備を併せて進めていきます。

更新時期が集中した場合、施工や財源に無理が生じ安定した経営が行えなくなりますので、投資額について平準化を行い、
計画的な投資を行います。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

料 金
今後、施設の更新需要が控えており、これまで以上の財源が必要となります。料金収入は、水

道事業の財源の主たるものであり、料金改定も必要になると考えられますので理解を得るよう説
明を行っていきます。改定時期や改定率については、随時適正となるよう検討を行います。

企 業 債
更新需要が増大していくため、将来世代との負担配分に留意しながら企業債の発行を検討し

ていきます。料金や他会計繰入金の状況を見ながら順次見直しを行います。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

　劣化が進む前に計画的に修繕等を実施する予防保全による維持管理に取り組むことで、トータ
ルコストの縮減と投資の平準化を図ります。不具合が生じた後に修繕等を行う事後保全に加え、
予防保全を導入することにより、機能・性能が維持され、突発的な事故や費用の発生リスクの軽
減が期待できます。

広 域 化
市町村等の様々な広域連携について検討する場として、水道事業の広域連携に関する研究を

行うことを目的とした研究会（岐阜県水道事業広域連携研究会）が県主導により設置されたた
め、本市においては研究会の構成員として、広域化に向けた検討を進めます。

そ の 他 の 取 組
市内呂久地区及び安八郡神戸町柳原地域を給水区域とする瑞穂市・神戸町水道組合（一部

事務組合）で行っている簡易水道事業について、経営合理化の観点から平成３１年度より当市
水道事業への統合を進めます。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

今後、浄水場等の大規模な施設整備の際に、維持管理費を含めたライフサイクルコストで削減
効果が期待できる場合にはPFI・DBO方式の導入について、その導入効果等について県内他市
町の動向を見つつ検討していきます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

本市の給水人口は、本戦略計画期間においては増加傾向にあるものと見込まれるため、当面
は現施設の廃止、統合は不要と考えられます。将来的には、人口、水需要量の減少が予測され
るため、必要な供給能力に見合う施設サイズに合わせていくため、抜本的な施設規模の適正化
を検討する必要があります。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

設備の更新時においては、将来の長期的な水需要予測に応じた適正なスペック（性能）を判断
し、能力の適正化を図ります。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消
に向けた取組の方向性、検討体制、スケジュール等について記載する必要があること。

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

そ の 他 の 取 組
有収率の改善に向け、配水管の更新といったハード面の整備だけでなく、宅内漏水へ

の注意喚起等のソフト面の対策も進めていきます(漏水減免による影響も大きいため)。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

進捗管理（モニタリング）は毎年度行います。前期終了の５年後を目安にフォロー
アップを行い、実績と計画に乖離がある場合には計画の改善を行います。

修 繕 費 将来的に不要となった施設について廃止を行い、修繕費を削減します。

動 力 費
設備の更新に際して、高効率ポンプや省エネ設備を導入していきます。また、電力会

社の見直し等により経費の削減を図ります。

職 員 給 与 費
今後の更新需要に対応するために、職員の増員が必要と考えられることから、定員管

理計画との整合性を図りながら、適正人員の確保に努めます。また、業務の一部を民間
委託する等により削減できるものについては検討を進めます。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

利用されていない不要となった用地等は売却等を行い、収入増加に努めます。

そ の 他 の 取 組 特になし。

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料
水源地の運転管理等について、民間への委託も視野に入れて検討していきます。ま

た、設備台帳の整備により、設備の適切な把握を行い、更新・修繕計画に活かしていけ
るよう検討します。

て きます。料金や他会計繰入金 状況を見ながら順次見直しを行 ます。

繰 入 金
更新需要の投資に見合う財源の確保が必要であり、他会計からの繰入金の増額についても要

望をしていきます。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度(H27) 前年度(H28)本年度(H29)

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
 決  算
見 込

１． (A) 453,999 463,084 460,085 462,708 465,428 467,124 468,200 469,896 471,563 472,737 474,396 475,430 475,942
(1) 450,509 457,657 456,229 458,852 461,572 463,268 464,344 466,040 467,707 468,881 470,540 471,574 472,086
(2) (B) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(3) 3,490 5,427 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856

２． 37,145 35,108 34,696 35,355 36,197 37,145 37,429 37,941 38,661 39,510 40,154 41,080 41,508
(1) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(2) 33,691 32,565 31,867 32,526 33,368 34,316 34,600 35,112 35,832 36,681 37,325 38,251 38,679
(3) 3,454 2,543 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829

(C) 491,144    498,192    494,781    498,063    501,625    504,269    505,629    507,837    510,224    512,247    514,550    516,510    517,450    
１． 388,618 381,525 390,180 400,916 431,149 434,011 436,430 441,895 452,194 473,715 460,091 474,077 476,368
(1) 58,027 60,158 60,158 67,678 67,678 67,678 67,678 67,678 67,678 67,678 67,678 67,678 67,678

30,542 31,561 31,561 35,506 35,506 35,506 35,506 35,506 35,506 35,506 35,506 35,506 35,506
-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

27,485 28,597 28,597 32,172 32,172 32,172 32,172 32,172 32,172 32,172 32,172 32,172 32,172
(2) 131,091 135,130 135,733 133,975 150,576 140,962 142,843 140,069 143,190 157,836 136,357 137,337 136,426

34,611 29,716 34,047 34,243 34,444 34,530 34,611 34,737 34,858 34,904 35,025 35,105 35,094
38,154 38,823 40,455 38,500 54,900 45,200 47,000 44,100 47,100 61,700 40,100 41,000 40,100
10,627 10,460 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471 10,471
47,699 56,131 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760 50,760

(3) 195,090 180,341 190,516 194,453 208,085 220,561 221,099 229,338 236,516 243,391 251,246 264,252 267,454
(4) 4,410 5,896 3,773 4,810 4,810 4,810 4,810 4,810 4,810 4,810 4,810 4,810 4,810

２． 20,374 18,475 17,544 16,101 14,616 13,085 11,507 9,881 8,263 6,841 5,651 4,672 3,791
(1) 17,933 16,574 15,174 13,731 12,246 10,715 9,137 7,511 5,893 4,471 3,281 2,302 1,421
(2) 2,441 1,901 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370

(D) 408,992 400,000 407,724 417,017 445,765 447,096 447,937 451,776 460,457 480,556 465,742 478,749 480,159
(E) 82,152 98,192 87,057 81,046 55,860 57,173 57,692 56,061 49,767 31,691 48,808 37,761 37,291

経 常 支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

経 常 収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
資 産 減 耗 費

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

平成30年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成39年度平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成38年度

( ) , , , , , , , , , , , , ,
(F) 2,794 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(G) 12,306 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(H) △ 9,512 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

72,640 98,192 87,057 81,046 55,860 57,173 57,692 56,061 49,767 31,691 48,808 37,761 37,291
(I)
(J) 1,691,095 1,532,863 1,521,264 1,433,599 1,332,051 1,241,814 1,150,773 1,064,202 981,484 892,801 833,382 776,882 730,611

85,728 111,914 94,161 94,161      94,161      94,161      94,161      94,161      94,161      94,161      94,161      94,161      94,161      
(K) 180,521 376,327 250,595 252,081 253,612 255,189 256,815 253,125 247,041 242,105 240,219 232,293 222,106

52,627 54,027 55,469 56,955 58,486 60,063 61,689 57,999 51,915 46,979 45,093 37,167 26,980
-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

111,533 305,953 178,779 178,779    178,779    178,779    178,779    178,779    178,779    178,779    178,779    178,779    178,779    
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 453,999 463,084 460,085 462,708 465,428 467,124 468,200 469,896 471,563 472,737 474,396 475,430 475,942

(N)

(O)

(P)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

(A)-(B)

流 動 負 債

経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

１． (A)
(1)  (年間有収水量予測値)×(H28実績供給単価)
(2) (B)  実績0,計画期間も0とする
(3)  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

２．
(1)  実績0,計画期間も0とする

 実績0,計画期間も0とする
 実績0,計画期間も0とする

(2)  (既存施設償却費)+(更新施設償却費)
(3)  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

(C)
１．
(1)

 H28の職員数8名より1名の増員を見込み(H28の実績×9/8)と仮定する
 実績0,計画期間も0とする
 H28の職員数8名より1名の増員を見込み(H28の実績×9/8)と仮定する

(2)
 直近3箇年(H26～H28)の実績平均より(動力費/給水量)を求め、給水量予測値に乗じて算出した
 水源地内設備修繕計画の金額を採用
 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する
 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

(3)  既設＋新規分（全額償還、定額法）
(4)  H24～H28の実績平均より投資額の1.3%を資産減耗費と仮定する

２．
(1)  (旧債)予定額+(新債)利息計算
(2)  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

(D)
(E)

区　　　　　　分

経 常 損 益 (C)-(D)

支 払 利 息
そ の 他

経 常 支 出 計

減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費

営 業 外 費 用

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

経 常 収 入 計

収

益

的

支

出

備　考

( )
(F)  現段階で予測される金額がない為、0とする
(G)  現段階で予測される金額がない為、0とする
(H)

(I)
(J)  当期流動資産=前期流動資産+当期純利益+当期減価償却費-当期長前戻入-(資本的収入が資本的支出に不足する額)+資本的収支調整額（建設改良費*8/108）

 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する
(K)  当期流動負債=前期流動負債-前期建設改良費分-前期未払金+当期建設改良費分+当期未払金

 来期の企業債償還額
 実績0,計画期間も0とする
 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

( I )
(A)-(B)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
 決  算
見 込

１． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

２． 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

３． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

４． 16,160 11,089 15,469 14,055 14,055 14,055 14,055 14,055 14,055 14,055 14,055 14,055 14,055

５． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

６． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

７． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

８． 1,040 833 864 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143

９． 45,047 38,643 43,005 42,225 42,225 42,225 42,225 42,225 42,225 42,225 42,225 42,225 42,225

(A) 72,247 60,565 69,338 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423

(B) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(C) 72,247 60,565 69,338 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423 67,423

１． 319,167 659,138 294,425 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

① 155,100 166,000 109,100 133,300 18,600 12,100 43,200 113,400 70,400 185,200

② 43,500 23,700 27,400 21,400 69,800 32,400 32,400 32,400 32,400 32,500

③ 112,600 121,500 174,700 156,500 222,800 266,700 235,600 165,400 208,400 93,500

④ 79,239 518,924 85,169 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

２． 51,267 52,627 54,027 55,469 56,955 58,486 60,063 61,689 57,999 51,915 46,979 45,093 37,167

３． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

４． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

５． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(D) 370 434 711 765 348 452 425 469 426 955 428 486 430 063 431 689 427 999 421 915 416 979 415 093 407 167

平成39年度平成35年度 平成36年度 平成38年度平成37年度

施設内設備更新等
重要給水施設管路耐震化

老朽管更新含むその他改良費

拡 張 費

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

資

本

的

収

支

他 会 計 負 担 金

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

(D) 370,434 711,765 348,452 425,469 426,955 428,486 430,063 431,689 427,999 421,915 416,979 415,093 407,167

(E) 298,187 651,200 279,114 358,046 359,532 361,063 362,640 364,266 360,576 354,492 349,556 347,670 339,744

１． 280,784 536,177 184,231 194,144 206,934 218,462 218,716 226,443 232,901 238,927 246,138 258,218 260,992

２． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

３． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

４． 17,403 115,023 94,883 163,902 152,598 142,601 143,924 137,823 127,675 115,565 103,418 89,452 78,752

(F) 298,187 651,200 279,114 358,046 359,532 361,063 362,640 364,266 360,576 354,492 349,556 347,670 339,744

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(G) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(H) 680,528 627,902 573,875 518,406 461,452 402,956 342,903 281,213 223,215 171,299 124,321 79,228 42,061

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
 決  算
見 込

853 2,868 1,620 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511

853 2,868 1,620 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

26,160 21,089 25,469 24,055 25,469 25,469 25,469 25,469 25,469 25,469 25,469 25,469 25,469

16,160 11,089 15,469 14,055 15,469 15,469 15,469 15,469 15,469 15,469 15,469 15,469 15,469

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

27,013 23,957 27,089 25,566 26,980 26,980 26,980 26,980 26,980 26,980 26,980 26,980 26,980

資 本 的 収 支 分

平成39年度平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度平成31年度平成30年度

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

 

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

そ の 他

計

計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合　　　計



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

１．

 実績0,計画期間も0とする

２．  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する(長期前受金対象外)

３．  実績0,計画期間も0とする

４．  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

５．  実績0,計画期間も0とする

６．  実績0,計画期間も0とする

７．  実績0,計画期間も0とする

８．  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

９．  直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

(A)

(B)

(C)

１．  H28ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務検討結果より3.7億円/年をﾍﾞｰｽとする

①  水源地内設備更新計画より

②  重要給水施設までの配水管耐震化計画より

③  老朽管更新分(投資額3.7億円になるよう調整)

④  H28年度を除く直近3箇年(H25～H27)の実績平均で一定と仮定する(H28年度は配水池更新費の影響大の為)

２．  償還計画による予定額

３．  実績0,計画期間も0とする

４．  実績0,計画期間も0とする

５．  実績0,計画期間も0とする

(D)

区　　　　　分

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

建 設 改 良 費

施設内設備更新等
重要給水施設管路耐震化

老朽管更新含むその他改良費

拡 張 費

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

備　考

(A)-(B)

資

本

的

支

出

(D)

(E)

１．  (減価償却費)+(除却費)+(資本的収支調整額=建設改良費*8/108)-(長期前受金戻入)

２．  実績0,今後も0と仮定する

３．  実績0,今後も0と仮定する

４．  補填財源調整

(F)

(G)  実績0,今後も0とする

(H)  (既存)償還計画残高

○他会計繰入金
年　　　　　度

区　　　　　分

 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

 実績0,今後も0とする

 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

 直近3箇年(H26～H28)の実績平均で一定と仮定する

合　　　計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

 

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指標の概要（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  












